
神 奈 川 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 監 査 委 員 条 例  

平 成 １ ９ 年 ３ 月 ３ ０ 日  

条 例 第 １ ７ 号  

(趣 旨 ) 

第 １ 条  この条例は、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１９５条、

第 ２ ０ ０ 条 及 び 第 ２ ０ ２ 条 の 規 定 に 基 づ き 、監 査 委 員 に 関 し 必

要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

(監 査 委 員 の 定 数 ) 

第 ２ 条  本 広 域 連 合 の 監 査 委 員 の 定 数 は 、 ２ 人 と す る 。  

(監 査 委 員 の 補 助 ) 

第 ３ 条  本 広 域 連 合 の 監 査 委 員 事 務 を 補 助 さ せ る た め の 書 記 は 、

神 奈 川 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 事 務 局 職 員 が 担 う 。  

(告 示 又 は 公 表 ) 

第 ４ 条  監 査 委 員 が 行 う 告 示 及 び 公 表 は 、神 奈 川 県 後 期 高 齢 者 医

療 広 域 連 合 公 告 式 条 例 (平 成 １ ９ 年 神 奈 川 県 後 期 高 齢 者 医 療 広

域 連 合 条 例 第 １ 号 )に 定 め る 公 表 の 例 に よ る も の と す る 。  

(委 任 ) 

第 ５ 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、職 務 の 執 行 に つ き 必 要 な

事 項 は 、 監 査 委 員 が 協 議 の う え こ れ を 定 め る 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  


